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１ 目的 

  この要領は、「武蔵村山市プロポーザル方式実施ガイドライン」に基づき、令和６年度武蔵村山市

スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくスポーツ教室事業委託プロポーザル（以下「本プロポ

ーザル」という。）の実施について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

⑴ 件名  

令和６年度武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくスポーツ教室事業委託 

⑵ 業務内容 

令和６年度武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくスポーツ教室事業委託仕様

書（以下「仕様書」という。）のとおり 

⑶ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和６年１１月２９日（金）まで 

 

３ 事業費（提案上限額） 

  １，２４３千円 

 

４ スケジュール（予定） 

月 日 曜日 内 容 備 考 

６ 下旬 第１回審査委員会の開催 実施要領・仕様書の決定 

7 

3 水 

案件の公示及び実施要領・仕様書・参加

申込書等の配布、仕様書等に関する質

問受付開始 

ＨＰ公開 

参加申込受付開始 

12 金 
案件の公示終了 

参加申込書の提出期限 

ＨＰ公開終了 

午後５時必着 

16 火 
第一次審査（書類審査）結果通知 申込者全員に通知 

見積書・企画提案書受付開始 持参又は郵送 

19 金 
企画提案書等の提出に関する質問書の

提出期限 質問内容及びその回答はＨＰで

公開する。 
23 火 

企画提案書等の提出に関する質問書の

回答期限 

29 月 見積書・企画提案書の受付終了 
窓口へ直接提出又は郵送 

午後５時必着 

８ 
2 金 

第二次審査（プレゼンテーション審査） 

第２回審査委員会の開催（候補者決定） 

１者につき 30分程度予定 

（説明 20分、質疑 10分） 

5 月 第二次審査結果の通知 参加者全員に通知 

８月６日（火） 
契約締結請求、随意契約(特命)依頼書、

仕様書及び執行伺提出 
 

９月１１日（水） 契約締結  
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５ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

６ 参加資格 

⑴ 本業務の遂行に必要な実績及び能力を有し、参加申込書提出日において、次に掲げる要

件を全て満たす者とする。 

ア 武蔵村山市競争入札参加資格を有していること。 

イ 武蔵村山市競争入札参加資格者指名停止措置要綱による指名停止を受けていないこ

と。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。 

エ 武蔵村山市契約における暴力団排除措置要綱の措置要件に該当しないこと。 

オ 地方自治法施行令（昭和２２年号外政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当していないこと。 

カ 競争入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 ⑵ 前項の規定は、該当業務において入札参加資格を有する者が極端に少ない場合、若しく

はいない場合又は入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要がある場合に

は、適用しない。 

⑶ 前項の規定による場合は、次に掲げる事項の書類の正本（発行から３か月以内のもの）

を提出させ、確認したうえで当該プロポーザル方式に参加させることができる。ただし、

東京電子自治体共同運営の電子調達サービスにおいて競争入札参加資格を有している者

は、その資格を有していることを証する書面（受付票）の提出により参加させることがで

きる。 

（※受付票は、契約書等に使用する実印及び使用印を押印し、印鑑証明書を添付したものと

する。） 

ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書 

エ 商号登記をしていない個人にあっては、登記されていないことの証明書 

オ 印鑑証明書（法人及び個人） 

カ 財務諸表（法人及び個人） 

キ 法人にあっては、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書。個人に

あっては、所得税、個人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書。 

⑷ 参加申込書の提出時点において要件を満たしていた事業者が契約締結までに参加資格を

有しなくなったときには、その時点で参加資格を失う。 

 

７ 募集方法 

本プロポーザルの実施についての公示を市ホームページで行い、参加申込書、仕様書等説明資

料の配布を合わせて行う。 
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８ 優先契約交渉権者決定方法 

⑴ 優先契約交渉権者は、公募型プロポーザル方式により選考する。 

⑵ 優先契約交渉権者は、別に定めるところにより置く令和６年度武蔵村山市スポーツ都市宣言記

念事業いきいきわくわくスポーツ教室事業プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）

の審査に基づき、委員長が決定する。 

⑶ 選考は、審査基準（後述）に基づき、提出書類、プレゼンテーション及び質疑応答の審査によ

り行う。 

⑷ 選考の結果、評価点が最も高い事業者を優先契約交渉権者とし、随意契約を締結する。ただし、

契約の締結に至らない場合は、評価点の合計が次に高い提案事業者から順に交渉を行う。 

⑸ 評価点の合計が同点の場合は、審査委員の多数決により選定する。 

⑹ 選考の結果は、提案事業者全てに通知する。 

⑺ 提案事業者が１者のみの場合でも審査を行う。審査委員の評価点の平均点が満点の２分の１未

満のときは、優先契約交渉権者を選定しない。 

 

９ 参加申込方法 

  本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加申込書等を次のとおり提出すること。 

  なお、次の提出期限までに参加申込書の提出がない事業者からの提案は受け付けない。 

 ⑴ 提出書類及び部数 

  ア 参加申込書（第１号様式） １部 

イ 武蔵村山市競争入札参加資格審査受付票（写し） １部 

⑵ 提出期限 

   令和６年７月１２日(金) 午後５時（必着） 

⑶ 提出方法 

   郵送、電子メール又は主管課窓口へ直接提出すること。なお、電子メールで提出する場合は、

メール件名を「【事業者名】武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくスポーツ教

室事業委託（参加申込書）」とし、ＰＤＦファイルで提出書類を送付すること。また、電子メール

送信後は、送信確認の電話連絡をすること。 

⑷ 提出先 

   武蔵村山市教育委員会 教育部スポーツ振興課 スポーツ振興係（住所等は９ページに記載） 

 

10 第一次審査（参加資格審査） 

⑴ 書類審査 

   参加申込時の提出書類に不備等がないか審査し、申込事業者全員に対し、参加資格審査結果通

知書（第２号様式）を令和６年７月１６日（火）午後５時頃までに電子メールで通知する。 

なお、審査結果に係る電話等での問合せには応じないものとする。 

   また、結果に対して異議を申し立てることはできない。ただし、参加資格を満たしていないと

通知された事業者は、令和６年７月１６日（火）から同年７月２２日（月）までの期間において

その理由について説明を求めることができる。 

⑵ 留意事項 

   提出後の差替えは認めず、書類は返却しない。 
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11 企画提案書の提出 

  第一次審査において、参加資格審査結果通知書により参加資格を満たし、参加について受け付け

た旨の通知を受けた事業者のみが対象となる。 

⑴ 提出書類 

表紙を第３号様式として企画提案書（任意様式）を提出するものとする。 

 ⑵ 記載内容 

   企画提案書は、表１の項番順に従って、記載すべき事項の内容に基づいて作成すること。 
 

【表１】企画提案書に記載する事項について 

No. 項目 記載内容 

１ 会社概要 
会社概要、経営状況等経営規模の妥当性を判断するに当たり、

必要な事項。 

２ 本業務の実績 本業務と類似する事業等の受託実績内容。 

３ 業務体制表 
契約締結後における業務の実施体制（担当者の氏名、経歴及び

担当する業務等）。 

４ 業務工程表 本業務の工程表及び委託者・受託者の役割分担の明示。 

５ 提案内容 
導入する AR スポーツの種目の選定を中心に、仕様書の業務内

容に掲げる各項目についての具体的な提案。 

６ その他 独自の提案等があれば、具体的に記載する。 
 

⑶ 提出期限 

   令和６年７月２９日（月）午後５時（必着） 

⑷ 提出部数 

   正本：１部 副本８部 

⑸ 提出方法 

   郵送（提出期限必着）又は主管課窓口へ直接提出すること。 

⑹ 提出先 

   武蔵村山市教育委員会 教育部スポーツ振興課スポーツ振興係（住所等は９ページに記載） 

 ⑺ 提出上の留意点 

  ア 企画提案書の提出は、１事業者につき１案とする。 

  イ 様式は任意であるが、Ａ４版（一部Ａ３版の資料折込使用可）で作成すること。ページ数は

５０ページ以内とし、ページ番号を付すこと。 

  ウ 表紙には、事業者名を記載すること。 

  エ 正確かつ簡潔な内容とし、提出が求められていない資料を添付する等、過大なものとならな

いよう留意すること。 

  オ 提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、審査委員会からの要請のあったも

のについてはこの限りではない。 

  カ 提出後の書類は返却しない。 
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12 見積書の提出 

⑴ 提出書類 

ア 仕様書の要件を全て満たすために必要となる見積書（第４号様式） 

イ アに係る内訳書（任意様式） 

⑵ 提出期限 

   令和６年７月２９日（月）午後５時（必着） 

⑶ 提出部数 

   正本：１部 副本：８部 

⑷ 提出方法 

   郵送（提出期限必着）又は主管課窓口へ直接提出すること。 

⑸ 提出先 

   武蔵村山市教育委員会 教育部スポーツ振興課スポーツ振興係（住所等は９ページに記載） 

⑹ 提出上の留意点 

   見積限度額（消費税及び地方消費税を含む。）を超えないこと。超えた場合には失格となるため

注意すること。 

 

13 質問受付及び回答 

⑴ 受付期間 

   令和６年７月１６日（火）午前９時から同年７月２４日(水)午後５時まで（必着） 

⑵ 質問方法 

   質問事項は、質問書（第５号様式）に必要事項を記入し電子メールで提出すること。メール件

名は「【事業者名】武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくスポーツ教室事業委

託（質問書）」とし、電子メール送信後に送信確認の電話連絡をすること。 

なお、期限までに到達しない質問及び口頭での質問には回答しないため留意すること。 

⑶ 提出先 

   武蔵村山市教育委員会 教育部スポーツ振興課スポーツ振興係（住所等は９ページに記載） 

⑷ 回答 

提出された全ての質問と回答について、令和６年７月２６日(金)までに電子メールにより提案

事業者全てに通知するとともに、市ホームページで公開する。 

 

14 第二次審査（プレゼンテーション） 

⑴ 概要 

  ア 審査委員会を開催し、プレゼンテーション形式で審査を実施する。 

  イ 審査委員は、５名とする。 

⑵ 開催日（予定） 

   令和６年８月２日（金）とし、詳細については第一次審査を通過した提案事業者に対し、電子

メールにより別途通知する。 

⑶ 場所 

武蔵村山市総合体育館内会議室 

⑷ 審査基準 
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  ア 「15 審査基準 表２」の各評価項目に対し、各委員が評価採点を行う。 

イ 全委員の採点を合計して平均点（平均点に端数が生じた場合は端数を切り捨てるものとす

る。）を算出し、これに「15 審査基準 表３」の点数を加えたものを評価点とする。評価採点

が最も高い事業者を優先契約交渉権者として決定する。 

  ウ 上記項目により、業務評価の委員１人当たりの最高点は８５点、これに価格評価点の最高点

１５点を足し、最高評価点は１００点とする。 

  エ 第一次審査の通過者が１者の場合は、第二次審査における業務評価の採点の平均点に価格評

価の採点を合計した点数が５０点未満である場合を除き、優先契約交渉権者とする。 

 ⑸ 審査方法 

  ア 審査委員会においてプレゼンテーション及び質疑応答により審査する。 

  イ プレゼンテーションへの参加人数は３人以内とし、実際に業務を委託した際に主として担当

する者を出席させること。 

  ウ 審査の順番は、原則として企画提案書の受付順とする。 

  エ 実施時間は、１事業者につき３０分以内（原則として、プレゼンテーションで２０分以内及

び質疑応答１０分以内）とする。 

  オ プレゼンテーションは、提出した企画提案書を基に行うこととし、追加提案の説明や追加資

料の配布は認めない。また、パソコン及びプロジェクターの使用を許可するが、パソコンは事

業者が持参すること。 

    なお、プロジェクター、コード類及びスクリーンについては市が用意するため、使用する事

業者は企画提案書提出時に申し出ること。 

  カ 審査は個別に行い、非公開とする。ただし、プレゼンテーションの内容は、録音する場合が

ある。 

  キ 開始時間、会場等の詳細は、電子メールで連絡する。 

⑹ 審査結果 

   審査の結果は、令和６年８月５日（月）に電子メールにより第二次審査を受けた全事業者に対

して、プロポーザル審査結果通知書（第６号様式）により通知する。 

   なお、審査及び審査結果に係る電話等での問合せには応じないものとする。 

   また、結果に対して異議を申し立てることはできない。ただし、優先契約交渉権者として決定

されなかった参加事業者は、令和６年８月５日（月）から同月１３日（火）までの期間において、

決定されなかった理由について説明を求めることができる。 

 

15 審査基準 

  業務評価の審査基準は表２のとおりとする。また、価格評価の審査基準は表３のとおりとする。 
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【表２】業務評価の審査基準 

項番 評価項目 評価視点 評価基準 配点 

１ 
事業目的の理解

度 

イベントの意義、目的を明確に捉え、

業務に対する考え方が明確に示されて

いるか。 

特に優れている １０ 

優れている ７ 

普通である ５ 

やや劣っている ３ 

劣っている １ 

２ 
実施体制及び実

績 

・本業務と類似の案件を受託した実績

があるなど、業務を遂行するに当たり、

十分な知見を有するか。 

・業務遂行に可能な人員が確保され、

本市の要望等に迅速・柔軟に対応でき

る体制が備わっているか。 

特に優れている ２０ 

優れている １５ 

普通である １０ 

やや劣っている ５ 

劣っている １ 

３ 
企画提案（種目

を含む。） 

・イベントの内容（種目を含む。）が他

市等の事例や業務実績を踏まえた中

で、集客力が見込め、参加者の ARスポ

ーツに対する理解を深め、興味・関心

を高める内容であり、効果的な提案内

容となっているか。 

・内容に具体性があり、実現可能な提

案になっているか。 

特に優れている ２０ 

優れている １５ 

普通である １０ 

やや劣っている ５ 

劣っている １ 

４ 
イベントの運営

方法について 

・イベント当日の運営・進行について、

参加者の興味を引き会場全体が盛り上

がるような魅力的な内容となっている

か。 

・イベント当日の参加者の安全が確保

され、無理のない運営方法、進行内容

となっているか。 

特に優れている ２０ 

優れている １５ 

普通である １０ 

やや劣っている ５ 

劣っている １ 

５ その他 

・仕様書の内容に沿った提案となって

いるか。 

・提案者の強みを生かした工夫（独創

性）がみられるか。 

特に優れている １５ 

優れている １２ 

普通である ９ 

やや劣っている ３ 

劣っている １ 
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【表３】価格評価の審査基準 

見積額 配点 

見積限度額を超えた場合 失格 

見積限度額と同額 ３ 

見積限度額の９０％以上１００％未満 ６ 

見積限度額の８０％以上９０％未満 ９ 

見積限度額の７０％以上８０％未満 １２ 

見積限度額の７０％未満 １５ 

 

16 契約の交渉及び締結 

⑴ 通則 

   契約に際しては、優先契約交渉権者と契約に向けた協議を行い、その上で契約手続を行うが、

提案内容が契約に反映されていない場合又は協議が調わなかった場合は、次点の提案事業者との

協議に移るものとする。 

⑵ 契約金額 

   契約金額は、優先契約交渉権者から提出された見積額を超えない額とする。 

 ⑶ 契約内容 

  ア 企画提案書等に記載された内容は、契約時の仕様に反映する。 

  イ 企画提案書等に記載された内容は、契約後に追加費用なしで実施されるものとする。 

 

17 情報公開及び提供 

⑴  情報公開の内容 

  ア 優先契約交渉権者決定前 

    実施要領、仕様書及び令和６年度武蔵村山市スポーツ都市宣言記念事業いきいきわくわくス

ポーツ教室事業委託プロポーザル審査委員会要領（以下「審査委員会要領」という。） 

  イ 優先契約交渉権者決定後 

    実施要領、仕様書、審査委員会要領、決定された優先契約交渉権者及び審査結果（決定され

た優先契約交渉権者以外は匿名とする。） 

 ⑵ 提供方法 

   市ホームページ 

 

18 提出書類の取扱い 

⑴ 提出された全ての書類は返却しない。 

⑵ 提出後の差替え及び追加・削除は認めない。 

⑶ 当市が必要と認めた場合には、追加資料の提出を求めることができる。 

⑷  企画提案書の著作権は、当該企画提案書等を作成した提案事業者に帰属するものとし、提出さ

れた書類は、提案事業者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には利用しない。 

⑸ 提出書類の内容について不明な点がある場合は、質問することがある。 

⑹ 当市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、武蔵村山市情報公開条例（平成１

８年武蔵村山市条例第２０号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるもの
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とする。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認

められる情報は、非公開となる場合がある。 

   なお、本プロポーザルの優先契約交渉権者決定前において、決定に影響を与えるおそれがある

情報については、決定後の開示とする。 

 

19 失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は、その事業者を失格とする。 

 ⑴ 参加資格要件を満たしていない場合 

 ⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ⑶ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適

合しない書類の提出があった場合 

 ⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 ⑸ 正当な理由なくプロポーザル及び質疑応答に応じなかった場合 

 ⑹ 公示の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 ⑺ 価格見積書の金額が、見積限度額を超過した場合 

 

20 その他 

 ⑴ 書類の作成、会議への出席に要する費用は、提案事業者の負担とする。 

 ⑵ 参加申込書の提出後又は企画提案書の提出後に、都合により参加を辞退することになった場合

は、速やかに書面（任意様式）により、事務局（後述）宛てに提出すること。 

⑶ 本プロポーザルは、優先契約交渉権者を決定することを目的に実施するものであり、契約内容

においては必ずしも提案内容に沿うものではない。 

 

21 事務局（問合せ・提出先） 

  〒208-8501 

  武蔵村山市本町一丁目１番地の１ 

  武蔵村山市教育委員会 教育部スポーツ振興課スポーツ振興係 担当：木村 山本 

  電 話：０４２－５６５－１１１１（内線６５４） 

  ＦＡＸ：０４２－５６６－２６１９ 

  Email：sports-toshisengen@city.musashimurayama.lg.jp 


